
住民投票

北 区 10,370 6,514 301 － 34 17,219

都 島 区 7,848 4,532 324 － 12 12,716

福 島 区 5,523 3,902 206 － 11 9,642

此 花 区 5,326 3,651 418 － 10 9,405

中 央 区 6,393 3,878 168 － 23 10,462

西 区 6,615 3,263 136 － 15 10,029

港 区 7,544 3,264 295 － 17 11,120

大 正 区 6,288 5,127 611 － 6 12,032

天 王 寺 区 6,608 3,885 259 － 14 10,766

浪 速 区 4,358 2,332 247 － 20 6,957

西 淀 川 区 7,180 4,695 352 － 12 12,239

淀 川 区 10,841 5,559 459 － 21 16,880

東 淀 川 区 13,753 7,315 705 － 21 21,794

東 成 区 6,236 3,260 242 － 14 9,752

生 野 区 6,569 3,773 429 － 18 10,789

旭 区 7,871 4,873 375 － 29 13,148

城 東 区 14,997 8,337 621 － 29 23,984

鶴 見 区 9,925 5,994 486 － 15 16,420

阿 倍 野 区 9,898 5,166 286 － 27 15,377

住 之 江 区 14,927 7,590 663 － 33 23,213

住 吉 区 14,072 7,580 815 － 23 22,490

東 住 吉 区 10,992 6,360 606 － 26 17,984

平 野 区 17,172 9,750 1,063 － 20 28,005

西 成 区 10,753 5,125 878 － 24 16,780

計 222,059 125,725 10,945 － 474 359,203

計

(6)  期日前投票事由別期日前投票者数  

区 名

職務若しくは業務又は総務
省令で定める用務に従事す
る者
（法４８条の２第１項第１
　号該当者）

（左記以外の）用務又は事
故のためその属する投票区
の区域外に旅行又は滞在す
る者
（同第２号該当者）

疾病、負傷、妊娠、老衰、
身体の障害のため若しくは
産褥にあるため歩行が困難
である者又は刑事施設、労
役場、監置場、少年院若し
くは婦人補導院に収容中の
者
（同第３号該当者）

交通至難の島その他の地で
総務省令で定める地域に居
住又は滞在する者
（同第４号該当者）

自己の属する投票区のある
市区町村の区域外に居住す
る者
（同第５号該当者）


